
令和８年度 

八 潮 市 水 質 検 査 計 画（案） 

 

 

 

 

C八潮市 

水道水の安全性について皆さまのご理解とご信頼を深めるため、ここに令和８年度

八潮市水質検査計画（案）を公表し、ご意見を募集します。水質基準項目、水質管理

目標設定項目等は改正される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

➢ 提出方法

➢ 募集期間

➢ 提出先

窓口、郵送、ＦＡＸ・電子メール（様式は問いません） 

「令和８年度八潮市水質検査計画（案）に対する意見」と明

記のうえ、住所、 氏名を記載してください。 

令和８年２月２７日（金）まで（必着） 

郵送：〒340-0816  

埼玉県八潮市中央一丁目 3 番地 1 八潮市水道部 

ＦＡＸ：048-997-4803 

電子メール：suido-shisetsu@city.yashio.lg.jp 

➢ お問い合わせ 水道部施設課浄配水・計画担当

℡048-996-4216（平日 8:30～17:15） 

なお、電話による受付及び個別の回答はできません。あらかじめご了承ください。 

八潮市水道部 

令和８年度八潮市水質検査計画（案）の内容 

１ 基本方針 

２ 水道事業の概要 

３ 水源の状況並びに 

原水及び浄水の水質状況 

４  採水地点、検査項目、 

検査頻度及びその理由 

５ 水質検査方法 

６ 臨時の水質検査 

７ 放射性物質の検査 

８ 水質検査の自己／委託の区分 

９ 水質検査計画及び検査結果の公表 

１０ 水質検査の実施に際し配慮すべき事項 

１１ 水質検査項目一覧表
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水質検査計画とは 

八潮市水道部は皆さまに安全で良質な水をお届けするために、深井戸から浄

水場・配水場の出口、末端の給水栓までの水質検査を定期的に行い、水質管理に

万全を期しています。水質管理には適切な水質検査が必要です。「どこで、どん

な項目について、どれくらいの回数の検査を行うか」等をまとめたものが、水質

検査計画です。 

１ 基本方針 

➢ 八潮市水道部は、供給する水が給水栓において水道水質基準に適合する

ように管理するため、定期に行う水質検査について計画を策定します。 

（水道法施行規則第１５条第１項第２号及び同施行規則１５条第６項） 

➢ 定期の水質検査について、検査の項目、採水の場所、検査の回数及びそ

の理由を記載します。（水道法施行規則第１５条第７項第２号）

➢ 臨時に行う水質検査について、実施する要件、検査項目及び実施方法の

原則を定めます。（水道法施行規則第１５条第２項）

➢ 水質検査を委託する内容について、委託する検査機関、委託する項目、

検査方法、精度管理方法及び委託の理由等について定めます。

（水道法第２０条第３項）

➢ 水質検査計画による検査結果について、評価の上、公表します。

（水道法第２４条の２及び水道法施行規則第１７条の５）

２ 水道事業の概要 

（１）事業体の名称 八潮市 

（２）主な給水区域 八潮市内 18.02k㎡ 

（３）給水人口 93,660人（令和 6年度末現在） 

（４）普及率 99.99％ 

（５）一日最大配水量 30,360ｍ3（令和 6年度） 

（６）一日平均配水量 28,414ｍ3（令和 6年度） 

（７）水源の種別・名称

地下水（深井戸） 第 1～8号井 

浄水受水 埼玉県企業局新三郷浄水場及び庄和浄水場から供 

給される浄水 

（８）浄水場の名称及び浄水処理方法

中央浄水場 圧力式ろ過装置による除鉄・除マンガン処理 
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３ 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

（１）自己水源の状況

自己水源は深井戸から汲み上げた地下水です。現在までの水質はおおむね良

好な状況にあります。深井戸から水を通さない地層（不透水層）の下にある水を

汲み上げるため、地表からの影響を受けにくく、一般に地下水の流れる速さは非

常に遅いため、水質は大きな変化がありません。 

 しかし、深井戸付近の不透水層に、水が通る箇所（水みち）ができると地下水

が汚染されることがあります。今後も計画的な水質検査を行って汚染を監視し

ていきます。 

（２）原水及び浄水の水質状況

ア．原水

自己水源の水質は、現在までおおむね良好な状況です。また、埼玉県企業局

新三郷浄水場及び庄和浄水場から供給される浄水を原水として受水していま

す。この水は埼玉県により適切に管理され、水質基準値を下回っています。 

イ．浄水

浄水については水質基準値を下回っており、安全で良質な水であるといえま

す。しかし、中央浄水場の浄水施設等の老朽化が進んでいるため、薬剤注入と

残留塩素の管理が重要となり、監視と制御に注意を払っています。 

４ 採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由 

（１）第１～８号井（深井戸 ８箇所）

自己水源の地下水が汚染されていないこと及び、浄水処理によって安全・良質

に浄化できることを確認するための検査を行います。 

水質基準項目５２項目のうち消毒剤・消毒副生成物等の項目を除く４０項目、

及び水質管理目標設定項目２６項目のうち消毒剤・消毒副生成物等の項目を除

く１１項目を検査します。浄水処理前なので消毒剤・消毒副生成物の検査を省略

します。 

また、浄水工程管理及び汚染の確認のため、その他３項目を検査します。 

（２）中央浄水場及び南部配水場 （浄水場及び配水場の出口 ２箇所）

浄水場及び配水場の出口において、給水栓に代えて検査を行う項目を含めて、 

水質基準項目５２項目の水質検査を行います。また、水質管理目標設定項目６項

目を検査します。（残留塩素はその他項目の遊離残留塩素として検査） 

（３）コミュニティセンター及び古新田保育所（給水栓 ２箇所）

浄水場及び配水場の配水区域に各１箇所の検査地点を設け、水質基準項目５

２項目を検査します。 

水質管理目標設定項目については、使用していない消毒剤の項目を除く２３

項目を検査します。（残留塩素はその他項目の遊離残留塩素として検査） 
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 また、１日に１回以上行う項目（色度、濁度及び残留塩素）については、水質

自動監視装置で常時測定します。 

※採水地点は「図１ 採水地点」をご参照ください。

※検査項目及び検査回数の詳細は「１１ 水質検査項目一覧表」をご参照下さい。 

※クリプトスポリジウム関係（大腸菌、嫌気性芽胞菌）について検査します。

図１ 採水地点 
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５ 水質検査方法 

 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた水道水の検査

方法によって行います。 

６ 臨時の水質検査 

下記の場合、状況に応じ水質基準項目等を検査します。 

（１）水源の水質が著しく悪化したとき。

（２）水源に異常があったとき。

（３）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行して

いるとき。

（４）浄水過程に異常があったとき。

（５）配水管の大規模な工事その他、水道施設が著しく汚染された恐れがある

とき。

（６）その他、必要と認められるとき。

７ 放射性物質の検査 

 法令に定められた検査とは別に、平成２３年３月に発生した東京電力福島第

一原子力発電所の放射性物質の漏洩事故の関係で、地下水を浄水処理した水道

水の安全性を確認するため、国のモニタリング方針に基づき、放射性物質の測定

を実施します。 

８ 水質検査の自己／委託の区分 

 水質検査は、検査項目の種類が多く高い精度が求められます。高度な分析技術

と経験を持つ技術者及び測定機器の設置等が必要で、費用が莫大となります。こ

のため、本計画における検査はすべて、水道法第２０条第３項の規定に基づき外

部委託して行います。委託先は国土交通大臣及び環境大臣登録機関とします。 

９ 水質検査計画及び検査結果の公表 

 水質検査計画は毎年度作成し、八潮市ホームページに掲載するとともに、市内

公共施設の情報コーナー等に備え付けます。また、この計画に基づき行われた水

質検査の結果を八潮市ホームページ及び水道だよりに掲載するとともに、市内

公共施設の情報コーナー等に備え付けます。 

【水質検査計画・水質検査結果を入手できる市内公共施設】 

八潮市役所（８４０情報資料コーナー） 

八潮市役所駅前出張所 

りらーと八幡（図書館）・りらーと八條（図書館） 

八潮市水道部 
八潮市水質検査結果のページ 
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１０ 水質検査の実施に際し配慮すべき事項 

（１）検査結果の評価

検査ごとに結果を評価し、水質基準を超えるおそれがあるときは直ちに原因

究明を行って対応します。 

（２）検査計画の見直し

水質検査結果の評価及びお客様のご意見等を検討し、毎年見直しを行います。 

（３）水質検査の精度・信頼性保証

検査を委託する機関が、公正な第三者機関による外部精度管理を受け、標準測

定手順を整備するとともに適切な内部精度管理を行っていることを確認します。 

（４）関係者との連携

水源その他の水道施設で災害・水質汚染事故等が発生、もしくは発生のおそれ

がある場合は必要に応じ、国・県の関係機関及び近隣市町、水質検査受託者等と

連携し適切な対応を行います。 
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１1 水質検査項目一覧表
原水水質検査（第１～８号井）　

水質基準項目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 一般細菌 × １回／年 １回／3月 汚染の早期発見

2 大腸菌 × １回／年 １回／3月 汚染の早期発見

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

4 水銀及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

6 鉛及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

7 ﾋ素及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

8 六価ｸﾛﾑ化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

9 亜硝酸態窒素 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ × １回／年 １回／年 基本検査頻度

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

12 ﾌｯ素及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

13 ﾎｳ素及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

14 四塩化炭素 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ × １回／年 １回／年 基本検査頻度

16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

× １回／年 １回／年 基本検査頻度

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ × １回／年 １回／年 基本検査頻度

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ × １回／年 １回／年 基本検査頻度

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ × １回／年 １回／年 基本検査頻度

20
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ
酸)(別名PFOS)及びﾍﾟﾙﾌ
ﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(別名PFOA)

× １回／年 １回／年 基本検査頻度

21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ × １回／年 １回／年 基本検査頻度

22 塩素酸 ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

23 ｸﾛﾛ酢酸 ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

27 臭素酸 ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ ○ １回／年 ― 消毒剤注入前のため省略

33 亜鉛及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

35 鉄及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

36 銅及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

39 塩化物ｲｵﾝ × １回／年 １回／年 基本検査頻度

40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) × １回／年 １回／年 基本検査頻度

41 蒸発残留物 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ × １回／年 １回／年 基本検査頻度

44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ × １回／年 １回／年 基本検査頻度

45 非ｲｵﾝ界面活性剤 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

46 ﾌｪﾉｰﾙ類 × １回／年 １回／年 基本検査頻度
47 有機物（全有機炭素(TOC)の量） × １回／年 １回／年 基本検査頻度
48 ｐＨ値 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

49 味 ○ １回／年 ― 分析が困難のため

50 臭気 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

51 色度 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

52 濁度 × １回／年 １回／年 基本検査頻度

水質管理目標設定項目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 ― ― ― 過去の結果が目標値の1/10以下であり、３年に１回に省略

2 ｳﾗﾝ及びその化合物 ― ― ― 過去の結果が目標値の1/10以下であり、３年に１回に省略

3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 ― ― １回／年 他の水質管理目標設定項目に比して優先的に取り扱う項目

4 ― ― ― ― 亜硝酸態窒素が水質基準項目となったため削除

5 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ― ― ― 過去の結果が目標値の1/10以下であり、３年に１回に省略

6 ― ― ― ― トランスー1,2-ジクロロエチレンが水質基準項目となったため削除

7 ― ― ― ― 1,1,2-トリクロロエタンは水質管理目標設定項目から削除

8 ﾄﾙｴﾝ ― ― ― 過去の結果が目標値の1/10以下であり、３年に１回に省略

9 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) ― ― ― 過去の結果が目標値の1/10以下であり、３年に１回に省略

10 亜塩素酸 ― ― ― 消毒剤注入前のため省略

11 ― ― ― ― 塩素酸が水質基準項目となったため削除

12 二酸化塩素 ― ― ― 消毒剤注入前のため省略

13 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ― ― ― 消毒剤注入前のため省略

14 抱水ｸﾛﾗｰﾙ ― ― ― 消毒剤注入前のため省略

15 農薬類 ― ― ― 過去の結果が目標値の1/10以下であり、３年に１回に省略

16 残留塩素 ― ― ― 消毒剤注入前のため省略

17 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ― ― １回／年　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

18 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ― ― １回／年　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

19 遊離炭酸 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

20 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ― ― ― 過去の結果が目標値の1/10以下であり、３年に１回に省略

21 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ― ― ― 過去の結果が目標値の1/10以下であり、３年に１回に省略

22
有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

― ― １回／年
水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、有機物(TOC)との相関の把握、おいしい水等、より高
い水道水の供給を目指すため

23 臭気強度(TON) ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

24 蒸発残留物 ― ― １回／年　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

25 濁度 ― ― １回／年　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

26 ｐH値 ― ― １回／年　※
水源が河川水（地下水を含む）である場合及び、消毒副生成物の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い
水道水の供給を目指すため

27 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) ― ― １回／年　 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

28 従属栄養細菌 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

29 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ― ― ― 過去の結果が目標値の1/10以下であり、３年に１回に省略

30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ― ― １回／年　※ 使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

その他項目 ― 回数

嫌気性芽胞菌 ― ― １回／3月 汚染の早期発見のため

ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ― ― １回／月 浄水工程管理のため

電気伝導率 ― ― １回／月 浄水工程管理のため

※：基準項目と重複
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配水水質検査（中央浄水場出口）

水質基準項目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 一般細菌 × １回／月 １回／月 省略不可項目

2 大腸菌 × １回／月 １回／月 省略不可項目

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

4 水銀及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

6 鉛及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

7 ﾋ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

8 六価ｸﾛﾑ化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

9 亜硝酸態窒素 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

12 ﾌｯ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

13 ﾎｳ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

14 四塩化炭素 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

20
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ
酸)(別名PFOS)及びﾍﾟﾙﾌ
ﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(別名PFOA)

○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

22 塩素酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

23 ｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

27 臭素酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目（次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため）

28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

33 亜鉛及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

35 鉄及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

36 銅及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

39 塩化物ｲｵﾝ × １回／月 １回／月 省略不可項目

40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

41 蒸発残留物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ ○
原因藻類発生時期
に月に１回以上

６回／年 県水の水源に原因藻類の発生のおそれがあるため

44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○
原因藻類発生時期
に月に１回以上

６回／年 県水の水源に原因藻類の発生のおそれがあるため

45 非ｲｵﾝ界面活性剤 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

46 ﾌｪﾉｰﾙ類 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度
47 有機物（全有機炭素(TOC)の量） × １回／月 １回／月 省略不可項目
48 ｐＨ値 × １回／月 １回／月 省略不可項目

49 味 × １回／月 １回／月 省略不可項目

50 臭気 × １回／月 １回／月 省略不可項目

51 色度 × １回／月 １回／月 省略不可項目

52 濁度 × １回／月 １回／月 省略不可項目

水質管理目標設定項目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

2 ｳﾗﾝ及びその化合物 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

4 ― ― ― ― 亜硝酸態窒素が水質基準項目となったため削除

5 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

6 ― ― ― ― トランスー1,2-ジクロロエチレンが水質基準項目となったため削除

7 ― ― ― ― 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝは水質管理目標設定項目から削除

8 ﾄﾙｴﾝ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

9 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

10 亜塩素酸 ― ― ― 原因となる薬品を使用していない（使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目）ため省略

11 ― ― ― ― 塩素酸が水質基準項目となったため削除

12 二酸化塩素 ― ― ― 原因となる薬品を使用していない（使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目）ため省略

13 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

14 抱水ｸﾛﾗｰﾙ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

15 農薬類 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

16 残留塩素 ― ― ― 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ注入管理のため

17 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

18 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

19 遊離炭酸 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

20 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

21 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

22
有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

23 臭気強度(TON) ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

24 蒸発残留物 ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

25 濁度 ― ― １回／月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

26 ｐH値 ― ― １回／月　※
水源が河川水（地下水を含む）である場合及び、消毒副生成物の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い
水道水の供給を目指すため

27 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

28 従属栄養細菌 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

29 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ― ― １回／３月　※ 使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

その他項目 ― 回数

遊離残留塩素 ― ― １回／月 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ注入管理のため

※：基準項目と重複
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配水水質検査（南部配水場出口）

水質基準項目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 一般細菌 × １回／月 １回／月 省略不可項目

2 大腸菌 × １回／月 １回／月 省略不可項目

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

4 水銀及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

6 鉛及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

7 ﾋ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

8 六価ｸﾛﾑ化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

9 亜硝酸態窒素 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

12 ﾌｯ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

13 ﾎｳ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

14 四塩化炭素 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

20
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ
酸)(別名PFOS)及びﾍﾟﾙﾌ
ﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(別名PFOA)

○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

22 塩素酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

23 ｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

27 臭素酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目（次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため）

28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

33 亜鉛及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

35 鉄及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

36 銅及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

39 塩化物ｲｵﾝ × １回／月 １回／月 省略不可項目

40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

41 蒸発残留物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ ○
原因藻類発生時期
に月に１回以上

６回／年 県水の水源に原因藻類の発生のおそれがあるため

44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○
原因藻類発生時期
に月に１回以上

６回／年 県水の水源に原因藻類の発生のおそれがあるため

45 非ｲｵﾝ界面活性剤 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

46 ﾌｪﾉｰﾙ類 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度
47 有機物（全有機炭素(TOC)の量） × １回／月 １回／月 省略不可項目
48 ｐＨ値 × １回／月 １回／月 省略不可項目

49 味 × １回／月 １回／月 省略不可項目

50 臭気 × １回／月 １回／月 省略不可項目

51 色度 × １回／月 １回／月 省略不可項目

52 濁度 × １回／月 １回／月 省略不可項目

水質管理目標設定項目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

2 ｳﾗﾝ及びその化合物 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

4 ― ― ― ― 亜硝酸態窒素が水質基準項目となったため削除

5 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

6 ― ― ― ― トランスー1,2-ジクロロエチレンが水質基準項目となったため削除

7 ― ― ― ― 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝは水質管理目標設定項目から削除

8 ﾄﾙｴﾝ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

9 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

10 亜塩素酸 ― ― ― 原因となる薬品を使用していない（使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目）ため省略

11 ― ― ― ― 塩素酸が水質基準項目となったため削除

12 二酸化塩素 ― ― ― 原因となる薬品を使用していない（使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目）ため省略

13 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

14 抱水ｸﾛﾗｰﾙ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

15 農薬類 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

16 残留塩素 ― ― ― 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ注入管理のため

17 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

18 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

19 遊離炭酸 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

20 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

21 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

22
有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

23 臭気強度(TON) ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

24 蒸発残留物 ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

25 濁度 ― ― １回／月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

26 ｐH値 ― ― １回／月　※
水源が河川水（地下水を含む）である場合及び、消毒副生成物の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い
水道水の供給を目指すため

27 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

28 従属栄養細菌 ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

29 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ― ― ― 給水末端で検査を行うため省略

30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ― ― １回／３月　※ 使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

その他項目 ― 回数

遊離残留塩素 ― ― １回／月 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ注入管理のため

※：基準項目と重複
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給水水質検査（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

水質基準項目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 一般細菌 × １回／月 １回／月 省略不可項目

2 大腸菌 × １回／月 １回／月 省略不可項目

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

4 水銀及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

6 鉛及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

7 ﾋ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

8 六価ｸﾛﾑ化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

9 亜硝酸態窒素 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

12 ﾌｯ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

13 ﾎｳ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

14 四塩化炭素 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

20
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ
酸)(別名PFOS)及びﾍﾟﾙﾌ
ﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(別名PFOA)

○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

22 塩素酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

23 ｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

27 臭素酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目（次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため）

28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

33 亜鉛及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

35 鉄及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

36 銅及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

39 塩化物ｲｵﾝ × １回／月 １回／月 省略不可項目

40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

41 蒸発残留物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ ○
原因藻類発生時期
に月に１回以上

６回／年 県水の水源に原因藻類の発生のおそれがあるため

44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○
原因藻類発生時期
に月に１回以上

６回／年 県水の水源に原因藻類の発生のおそれがあるため

45 非ｲｵﾝ界面活性剤 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

46 ﾌｪﾉｰﾙ類 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度
47 有機物（全有機炭素(TOC)の量） × １回／月 １回／月 省略不可項目
48 ｐＨ値 × １回／月 １回／月 省略不可項目

49 味 × １回／月 １回／月 省略不可項目

50 臭気 × １回／月 １回／月 省略不可項目

51 色度 × １回／月 １回／月 省略不可項目

52 濁度 × １回／月 １回／月 省略不可項目

水質管理目標設定項目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

2 ｳﾗﾝ及びその化合物 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 ― ― １回／年 他の水質管理目標設定項目に比して優先的に取り扱う項目

4 ― ― ― - 亜硝酸態窒素が水質基準項目となったため削除

5 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

6 ― ― ― ― トランスー1,2-ジクロロエチレンが水質基準項目となったため削除

7 ― ― ― ― 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝは水質管理目標設定項目から削除

8 ﾄﾙｴﾝ ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

9 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

10 亜塩素酸 ― ― ― 原因となる薬品を使用していない（使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目）ため省略

11 ― ― ― ― 塩素酸が水質基準項目となったため削除

12 二酸化塩素 ― ― ― 原因となる薬品を使用していない（使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目）ため省略

13 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ― ― １回／年 消毒副生成物の観点から着目すべき項目（他の水質管理目標設定項目に比して優先的に取り扱う）

14 抱水ｸﾛﾗｰﾙ ― ― １回／年 消毒副生成物の観点から着目すべき項目（他の水質管理目標設定項目に比して優先的に取り扱う）

15 農薬類 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合及び、他の水質管理目標設定項目に比して優先的に取り扱う項目

16 残留塩素 ― ― ― 消毒副生成物の観点から着目すべき項目のため、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

17 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

18 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

19 遊離炭酸 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

20 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

21 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

22
有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

― ― １回／年
水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、有機物(TOC)との相関の把握、おいしい水等、より高
い水道水の供給を目指すため

23 臭気強度(TON) ― ― １回／年
水源が河川水（地下水を含む）である場合及び、消毒副生成物の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い
水道水の供給を目指すため

24 蒸発残留物 ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

25 濁度 ― ― １回／月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

26 ｐH値 ― ― １回／月　※
水源が河川水（地下水を含む）である場合及び、消毒副生成物の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い
水道水の供給を目指すため

27 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

28 従属栄養細菌 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

29 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ― ― １回／３月　※ 使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

その他項目 ― 回数

遊離残留塩素 ― ― １回／月 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ注入管理のため

※：基準項目と重複

10



給水水質検査（古新田保育所）

水質基準項目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 一般細菌 × １回／月 １回／月 省略不可項目

2 大腸菌 × １回／月 １回／月 省略不可項目

3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

4 水銀及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

5 ｾﾚﾝ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

6 鉛及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

7 ﾋ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

8 六価ｸﾛﾑ化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

9 亜硝酸態窒素 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

12 ﾌｯ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

13 ﾎｳ素及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

14 四塩化炭素 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

15 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

16
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

20
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛ(ｵｸﾀﾝ-1-ｽﾙﾎﾝ
酸)(別名PFOS)及びﾍﾟﾙﾌ
ﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(別名PFOA)

○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

21 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

22 塩素酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

23 ｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

24 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

25 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

26 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

27 臭素酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目（次亜塩素酸ナトリウムを使用しているため）

28 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

29 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

30 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

31 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

32 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ × １回／３月 １回／３月 省略不可項目

33 亜鉛及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

34 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

35 鉄及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

36 銅及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

37 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

38 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

39 塩化物ｲｵﾝ × １回／月 １回／月 省略不可項目

40 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

41 蒸発残留物 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

42 陰ｲｵﾝ界面活性剤 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

43 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ ○
原因藻類発生時期
に月に１回以上

６回／年 県水の水源に原因藻類の発生のおそれがあるため

44 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○
原因藻類発生時期
に月に１回以上

６回／年 県水の水源に原因藻類の発生のおそれがあるため

45 非ｲｵﾝ界面活性剤 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度

46 ﾌｪﾉｰﾙ類 ○ １回／３月 １回／３月 基本検査頻度
47 有機物（全有機炭素(TOC)の量） × １回／月 １回／月 省略不可項目
48 ｐＨ値 × １回／月 １回／月 省略不可項目

49 味 × １回／月 １回／月 省略不可項目

50 臭気 × １回／月 １回／月 省略不可項目

51 色度 × １回／月 １回／月 省略不可項目

52 濁度 × １回／月 １回／月 省略不可項目

水質管理目標設定項目
省略
可否

基本検査頻度 実施検査頻度 設定理由

1 ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

2 ｳﾗﾝ及びその化合物 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

3 ﾆｯｹﾙ及びその化合物 ― ― １回／年 他の水質管理目標設定項目に比して優先的に取り扱う項目

4 ― ― ― - 亜硝酸態窒素が水質基準項目となったため削除

5 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

6 ― ― ― ― トランスー1,2-ジクロロエチレンが水質基準項目となったため削除

7 ― ― ― ― 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝは水質管理目標設定項目から削除

8 ﾄﾙｴﾝ ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

9 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ) ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

10 亜塩素酸 ― ― ― 原因となる薬品を使用していない（使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目）ため省略

11 ― ― ― ― 塩素酸が水質基準項目となったため削除

12 二酸化塩素 ― ― ― 原因となる薬品を使用していない（使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目）ため省略

13 ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ ― ― １回／年 消毒副生成物の観点から着目すべき項目（他の水質管理目標設定項目に比して優先的に取り扱う）

14 抱水ｸﾛﾗｰﾙ ― ― １回／年 消毒副生成物の観点から着目すべき項目（他の水質管理目標設定項目に比して優先的に取り扱う）

15 農薬類 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合及び、他の水質管理目標設定項目に比して優先的に取り扱う項目

16 残留塩素 ― ― ― 消毒副生成物の観点から着目すべき項目のため、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

17 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

18 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

19 遊離炭酸 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

20 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

21 ﾒﾁﾙ-ｔ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

22
有機物等
(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)

― ― １回／年
水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、有機物(TOC)との相関の把握、おいしい水等、より高
い水道水の供給を目指すため

23 臭気強度(TON) ― ― １回／年
水源が河川水（地下水を含む）である場合及び、消毒副生成物の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い
水道水の供給を目指すため

24 蒸発残留物 ― ― １回／３月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

25 濁度 ― ― １回／月　※ 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

26 ｐH値 ― ― １回／月　※
水源が河川水（地下水を含む）である場合及び、消毒副生成物の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い
水道水の供給を目指すため

27 腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

28 従属栄養細菌 ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

29 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ― ― １回／年 水源が河川水（地下水を含む）である場合に着目すべき項目

30 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ― ― １回／３月　※ 使用している資機材及び薬品の観点から着目すべき項目、おいしい水等、より高い水道水の供給を目指すため

その他項目 ― 回数

遊離残留塩素 ― ― １回／月 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ注入管理のため

※：基準項目と重複
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